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はじめに 

 

 新しい時代に向けた学校教育のあり方への関心が高まっている中、鳥取県の未来を担う子どもたち

には、これからの変化が激しい予測困難な社会にあっても、自ら課題を見つけ、学び、考え、判断し

て行動し、自らの可能性を発揮して、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力、すなわち「生き

る力」が求められます。 

 新学習指導要領では、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会

が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子どもたちに育む「社会に開

かれた教育課程」の実現を目指しており、幼稚園等では平成３０年度、小学校では令和２年度、中学

校では令和３年度に全面実施となりました。 

 昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症と向き合いながら「新しい学校の生活様式」を踏ま

えて様々な取組を進めてきた今年度は、本県独自のとっとり学力・学習状況調査を参加市町村を拡

大して実施したり、ＧＩＧＡスクール構想がスタートし、ＩＣＴを活用した授業作りを全県で推進

したりするなど、新たな取組が始まった一年となりました。今後も、子どもたちの命と健康を守る

ための万全の感染症対策と、子どもたちの確かな学びを保証することとの両立を図りながら、新学

習指導要領の円滑な実施に向けた取組を推進することが求められています。 

県教育委員会では、令和２年３月に学力向上推進プロジェクトチーム会議での意見を踏まえ、鳥取

県の「教育に関する大綱」および「鳥取県教育振興基本計画～未来を拓く教育プラン～」を基に、学

力向上に向けた中長期的な方向性と具体的な施策を示した「鳥取県学力向上推進プラン」を策定しま

した。 

 本プランは令和２年度から令和５年度までの学力向上に向けた中長期的な方向性と具体的な方策

を示していますが、この度、学力向上推進プロジェクトチーム会議において、令和３年度に実施し

た取組を検証したうえで、新たに令和４年度における具体的な取組を示すものです。 

本県の子どもたちの教育に携わる全ての方々が目指す姿を共有するとともに、各市町村（学校組合）

教育委員会や学校で取り組んでいる教育施策や学習指導がどのように学力向上につながっていくか

をより明確にすることで、それぞれの取組の質の向上を目指しています。 

 各市町村（学校組合）教育委員会、学校においても本プランの内容を踏まえ、「教育立県とっとり」

を目指して学力向上施策の一層の充実に結び付けていただくようお願いします。そして、県内におけ

る学力向上施策の広がりと深まりにより、コロナ禍においても本県の子どもたち一人一人の学びの充

実が一層図られ、確かな学力が着実に育まれることを願っております。 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

 

  鳥取県教育委員会   

 教育長 足羽 英樹 
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鳥取県学力向上推進プランの概要 

 

平成１９年度以降の全国学力・学習状況調査結果の推移、児童生徒質問紙調査の結果等の分析から

明らかとなった課題の解消に向けて、県教育委員会と市町村（学校組合）教育委員会（以下、市町村

教育委員会とする）が連携し、学力向上施策を総合的に推進していくためのプランとする。本プラン

は令和２年度から令和５年度までの学力向上施策を推進していくためのプランとし、取組状況につい

て県教育委員会や市町村教育委員会で情報を共有するとともに、令和２年度以降も学力向上推進プロ

ジェクトチーム（ＰＴ）を継続設置し、Ｒ（リサーチ）－ＰＤＣＡサイクルを回しながら、プランの

進捗状況を随時点検、検証、改善していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

  ○市町村教育委員会と連携した学校訪問を実施 

○管理職を対象とした学校マネジメント研修会実施 

Ⅱ 教員の意識改革、授業改善の推進 

○とっとり学力・学習状況調査の実施 

○全国学力・学習状況調査を活用した授業づくりの推進 

○学力向上に関する研修会の実施   

Ⅲ 教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

  〇エキスパート教員による指導技術の普及 

  ○教員の同僚性の構築と人材育成 

  ○若手教員の育成 

Ⅳ 県教育委員会事務局の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 

  ○県・市町村学力向上推進会議の開催 

○学力向上推進プロジェクトチームの開催 

○指導主事を対象とした研修会の実施 

学力向上推進ＰＴ・学力向上推進ワーキンググループ（ＷＧ）会議での意見を踏まえ、鳥取県

の「教育に関する大綱」、鳥取県教育振興基本計画を基に学力向上に向けた中長期的な方向性と

具体的な方策を示した「鳥取県学力向上推進プラン」を策定し、学力向上の取組を推進する。 

 

目 的 

取組の柱 

目 標 

鳥取県全ての教員の指導力向上を図る 

◇子どもたち一人一人の関心意欲の向上と確かな学力の定着 

◇子どもたちが「わかった」「できた」を実感できる授業づくり 

Ⅰ 管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

Ⅱ 教員の意識改革、授業改善の推進 

Ⅲ 教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

Ⅳ 県教育委員会の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 

取組の内容 
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１ 本県の児童生徒の学力の現状と課題 

（１）県教育委員会のこれまでの取組 

◇県教育委員会では、これまで様々な学力向上施策に取り組んできた（鳥取学力向上支援プロジ

ェクト、未来を拓くスクラム教育推進事業、とりっこドリル、教科でつながる小中連携授業力

向上支援事業、小学校理科パワーアップ事業等）。それぞれの施策によって指標とする数値が上

昇するなどの成果が見られた学校がある一方で、事業校のなかには成果が数値として表れなか

った学校も少なくなかった。 

◇これまで様々な学力向上に関する資料（全国学力・学習状況調査に係るリーフレット、鳥取県

学校教育のめざすもの、学力向上を支える基盤づくりに向けて、算数・数学の授業づくり小冊

子等）を作成し、情報提供してきたが、資料の内容について周知徹底を図る取組が不足してい

たため、個々の教員まで情報が伝わらず、授業改善につながっていなかった。 

 

（２）学力向上推進プロジェクトチーム会議で議論された内容 

◇近年、学力調査において小学校算数の結果が低下傾向にあり、算数の授業づくりが課題。以前

から授業改善のポイントを示しているが、項目が多すぎて徹底が不十分。 

◇教員の世代交代が進んだことにより、身近にモデルとなる教員が減少。若手教員の育成のため

にも、きめ細かい授業づくりのための支援（コンテンツの整備、効果的な情報発信）が必要。 

◇学力調査のＢ問題（問題文から適切な情報を読み取る読解力や複数の情報を統合させて文章を

作る情報活用能力）が課題。 

◇教育委員会が学校経営について積極的に指導している県は平均正答率が高い傾向。学校経営計

画のなかに学力向上の取組を適切に位置づけたり、学力調査等の具体的な評価指標を設定して

ＰＤＣＡサイクルを回したりすることができるように、管理職に対して学校経営に係る指導助

言の充実が必要。 

◇学力調査の結果から、家庭学習の充実に向けた取組を行っている学校は、平均正答率が高い傾

向にあり、学校と家庭が連携し、より一層の家庭学習の充実を図ることが必要。 

 

（３）全国学力・学習状況調査結果の推移（H19～R3）から見えた課題 

①小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ H19～30 年度までのグラフの

値は A,B 問題の 

全国平均との差の平均 

※２ H31 年度のグラフの値は A,B

問題が統合され 

      た問題の全国平均との差 

※３ H22，24 年度は抽出調査 

※４ H23 年度は東日本大震災のた

め実施せず 



6 

 

 ◇国語では、平成２６年度以降全国平均と比較して低下傾向が続いている。「文の中における主

語と述語の関係を捉える」問題では、正答率が全国平均を大きく上回っており、知識・技能を

身につけさせる指導の充実が図られていることが伺える。しかし、「目的に応じて、話の内容や

自分の主張が明確になるよう、スピーチの構成を考えたり、文章全体の構成や展開を考えたり

する」力に課題がみられた。身に付けた知識を目的に応じて活用し、表現する力を育成するた

めの授業改善が求められる。 

◇算数では、令和元年度は若干の改善が見られたものの、令和３年度も全国平均と比較して低下

傾向が続いている。公式を用いて解答するような知識・技能を問う問題の正答率は全国平均よ

り高いが、国語と同様に知識を活用して問題を解決するといった思考力・判断力・表現力を問

う問題の正答率は全国平均より低い。数学的な見方や考え方を働かせて思考する「深い学び」

を意識した授業改善が進んでいない。 

   

 

 ②中学校 

 

 

 

 

 

◇国語、数学ともに平成２９年度から平成３０年度まで全国平均を下回る時期があったが、平成

３１年度（令和元年度）は全国平均並みとなり、改善が見られた。しかし、令和３年度は、全

国平均を再度下回った。 

◇国語では、「文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えを持つ」力を育成するた

めの授業改善が求められる。 

◇数学では、活用問題だけでなく、知識・理解を問う問題にも課題がみられたため、知識の必要

性や意味などより深い理解につながるよう授業改善をする必要がある。また、記述式問題の無

回答率が全国より高く、質問紙調査でも最後まであきらめずに努力する項目で肯定的回答が低

かった。言葉や数、式を使って説明する問題を授業でより多く取り扱うなどの授業改善が必要

である。 

 

近年では特に「活用に関する問題」について全国平均を下回る教科が見られる。小学校・中

学校ともに鳥取県の課題とされるこれらの力は、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of 

Things（IoT）、ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れら

※１ H19～30 年度までのグラフ

の値は A,B 問題の 

全国平均との差の平均 

※２ H31年度のグラフの値は A,B

問題が統合され 

      た問題の全国平均との差 

※３ H22，24 年度は抽出調査 

※４ H23年度は東日本大震災のた

め実施せず 
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れ、社会の在り方そのものが劇的に変わるとされる Society 5.0 の時代にあって、新たな社会を

牽引する人材として必要とされる「今、求められる力」である。これらの力を育成していくこ

とが、学習指導要領で示されている「これからの時代に求められる教育」であることから、学

習指導要領の趣旨に沿った教育の実現に向けて、早急な対策が必要である。 

 

③児童生徒質問紙 

全国学力・学習状況調査 児童生徒質問紙の特徴的な回答 

◇「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることがで

きている」と回答した児童生徒が小・中学校とも全国平均を上回っている。経年変化をみても、

特に小学校では一昨年

度から大きく増加して

おり、主体的・対話的

で深い学びの視点から

の授業改善が進んでき

ていることが伺える。 

 

 

 

 

◇算数においては、質問紙調査の「算数が好き」「算数の授業の内容がよく分かる」の項目の肯定

的回答が、全国平均に到達はしていないが、一昨年度から大きく改善していることから、学校

訪問をはじめとした「算数大好きプロジェクト」の取組の成果として、各学校での授業改善が

進みつつあることが伺

える。 

 

 

 

 

 

 

 

◇小・中学校ともに、「将来の夢や目標を持っている」と回答した児童生徒の割合が全国平均を下

回っており、経年変化を

見ても減り続けている。

家庭や地域とも連携を図

りながら、ふるさとキャ

リア教育に基づいた取組

を進めていくことが求め

られる。 
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（４）令和３年度末までの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）令和３年度の学力向上に係る主な取組 

  令和３年３月に改訂した本プランの４つの柱をもとに、戦略的、短期・中長期的な視点から市町村教

育委員会と一体となった学力向上施策を進めた。 

 

①管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

  ◇指導主事及び管理主事等による学校訪問の充実 

学校訪問の際に管理職から聞き取った事項を学校訪問記録シートにまとめ、その情報を市町

村教育委員会とも共有した。授業参観後には管理職や授業者等と面談を行い、学校全体で組織

的に授業改善を進めることや、そのためには管理職のリーダーシップが必要であることを伝え

た。また、学校訪問記録シートを活用することによって、学力向上に係る学校の取組の進捗状

況の確認や課題改善が図られているかどうかを継続して指導助言することができた。 

  ◇管理職を対象とした教職員研修の実施 

１月に文部科学省の大根田室長補佐を招聘し、とっとり学力・学習状況調査の意義や、調査結

果を教員の指導力向上にどのように活用していくかについて校長マネジメント研修を開催した。 

 

②教員の意識改革、授業改善の推進 

  ◇とっとり学力・学習状況調査の実施 

令和２年度から児童生徒一人一人の学力の伸びを経年で測ることができる県独自の学力調

査を鳥取市、米子市の小学４年生から６年生で先行実施した。令和３年度は、実施自治体を１

２市町村に拡大し、小学４年生から中学１年生で実施した。 

鳥取市、米子市の小学校では、昨年の児童の学力レベルや非認知能力・学習方略の伸びが把

握できたことから、調査結果分析説明会を開催し、児童を大きく伸ばした好事例を校内で共有

し、共通実践するよう促した。 

実施１年目の学校には、非認知能力・学習方略の数値から児童の学習の状況を読み取り、重

令和３年度は、小学校国語以外は全国平均を下回った。このような状況から、本県の主な課題と

して次の５点が考えられる。 

 

・「算数・数学の勉強が好き」「算数・数学の授業内容がよく分かる」と回答した児童生徒の割合

は全国平均並みに大きく改善したが、教科調査においては平均正答率が全国を下回っている。 

・「活用に関する問題」の正答率が低いことから、各教科の見方や考え方を働かせながら身につ

けた知識・技能を活用して思考・判断・表現する「今、求められる学力」を意識した新学習指

導要領の趣旨を踏まえた授業づくりに課題がある。 

・教員の世代交代が急速に進むなかで、これまで学校の中核を担ってきた年齢層の教員から若い

世代へ優れた指導技術や研究成果などを継承する仕組みづくりが求められるなど、人材育成が

求められる。 

・効果的に授業改善を進めていくためには学校全体で組織的に取り組む必要があり、管理職には

日々の授業や教育活動を観察し、適宜フィードバックを行ったり教員が相互に学び合い成長を

促す仕組みを構築したりする管理職のマネジメント能力の向上が求められる。 

・全国学力・学習状況調査の対象である小学校６年生、中学校３年生のみならず、幅広い学年の

児童生徒の学力や学習に関する取組状況について、客観的なデータを把握し、それに基づいた

教育施策や個に応じた指導の工夫改善を継続的に図ることが必要である。 
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点的に指導する目標を立てるなど、学級経営等の資料としての活用を促した。 

調査結果や活用方法をまとめた報告書に、質問紙調査から見えてきた非認知能力や学習方略

の数値が高い学校が実施している事例や質問紙調査と教科に関する調査結果のクロス集計な

どを掲載し、調査結果の活用方法等についての周知を図った。 

  ◇全国学力・学習状況調査を活用した授業づくりの推進 

全国学力・学習状況調査で明らかとなった学力課題の解決に向けて、「研修パッケージ」を

作成するなど、課題を県全体で周知し、短期的・集中的に課題解決に向けて取り組んだ。また、

希望する学校に対して市町村教育委員会と連携して、研修を開催するなど集中した支援を行っ

た。  

  ◇「とっとりの授業改革【１０の視点】重点項目」の徹底による授業改善の推進 

「算数大好き！プロジェクト（とっとりの授業改革【１０の視点】重点項目）」について周

知・徹底を図るために、県内の全ての小学校を年２回訪問して算数の授業を参観し指導助言を

行った。また、全県で共通の「重点項目チェックシート」を作成し、学校にも配布したことで、

タイムマネジメント等重点事項が共通理解され、授業改善が進んだ。訪問結果については、集

計ツールを活用し、リアルタイムで授業改善の進捗状況が把握できるようにした。 

令和３年度の全国学力・学習状況調査の質問紙調査では、課題であった「算数が好き」「算

数の授業がよく分かる」の数値が大幅に改善された。 

  ◇学力向上に関する研修会 

小学校算数調査官や小学校国語元学力調査官による全国学力・学習状況調査を活用した授業

改善についての研修会を開催した。校内研修として全職員で参加するなど、多くの教員が参加

し、全国学力・学習状況調査の調査問題のねらいや問題を活用した授業作りについて講義・演

習を行った。また、令和３年度調査結果返却後には、元学力調査官による小学校国語の調査問

題の趣旨や授業改善の方法について解説する研修会を開催した。 

さらに、秋田県元教育専門監を招聘し、算数の授業改善研修会を開催した。元教育専門監の

模擬授業を視聴し、一時間完結型の授業づくりや、活用する力を付ける発問の仕方など指導の

ポイントについて指導を受けた。 

  ◇英語教育推進プランの作成・実施並びに課題解決のための指導モデルの提示 

令和２年度に「鳥取県が目指す小中高等学校で一貫した英語教育の姿」等を策定し、県内全

校に周知した。 

小学校については、英語専科加配教員等連絡協議会や専科教員研修会を実施し、指導の専門

性を高めるとともに専科加配教員間の連携強化を図った。 

中学校については、今年度、中学校英語訪問を実施し、県内公立全中・義務教育学校を訪問

し、授業参観と指導助言を行った。また、小中高等学校を通じた英語教育強化事業を実施する

とともに、各地区中学校教育研究会との実践的な連携を強化した。令和元年度から県内中学２

年生を対象とした英語力向上事業に取り組んでおり、生徒の英語力の客観的な把握と結果を分

析し施策に生かす取組を行った。 

 

③教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

◇エキスパート教員による指導技術の普及 

今年度はエキスパート教員による授業公開・研修会等を４８回実施し、約６７３名の教員（学

校教育実施状況調査より）が参観した。また、エキスパート教員の授業を録画した動画を学校

教育支援サイトに掲載し、県内の教員がいつでも視聴し研修できる環境を整えた。 

さらに、県教育委員会の教科担当指導主事が参加する google クラスルームを作成し、エキスパ

ート教員間での情報交換を行ったり、指導主事から文部科学省の最新の情報を提供したりするなど

して、エキスパート教員が学習指導要領に沿った授業づくりを行うサポートができる環境を構築し

た。 
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◇教員の同僚性の構築と人材育成 

管理職に対し、人材育成を視点とした研修を実施した。また、学校の中核的な役割を果たす

ととともに、同僚性構築の牽引役を期待するミドルリーダーの育成をめざして中堅教諭等資質

向上研修、ミドルリーダーステップアップ研修等を実施した。中堅教諭等資質向上研修では、 

若手教員育成への意識の向上を意図した初任者と６年目教員を合同で研修を実施し、校内組織

の活性化をテーマとした課題研究を通してミドルリーダーとしての意識と実践力の向上を図

った。 

◇若手教員の育成 

令和３年度は令和２年度と同様、新型コロナウイルス感染症の影響で、若手教員の県外先進

地への派遣や先進校視察は実施することができなかった。 

◇「令和３年度版とっとりメンター方式」への改編 

校内で人材を育成するシステムの構築をめざし、令和２年度の４地域１６校から１０地域４

０校に拡大して「令和３年度版とっとりメンター方式」をモデル実施した。経験年数の違う教

員同士の学び合いによるメンターチーム研修により、初任者の育成と同時に若手教員、ミドル

リーダーの育成も図った。 

 

④県教育委員会の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 

  ◇鳥取県・市町村学力向上推進会議の開催 

鳥取県知事や県内全市町村長をメンバーとする「鳥取県・市町村学力向上推進会議」を開催

した。全国学力・学習状況調査の結果から鳥取県の学力についての課題を共有し、学力向上に

向けて県と市町村が連携をさらに強化して取り組むことを確認した。 

◇県指導主事協働による学力向上施策の立案と一体となった取組の実施 

各教育局・教育センターの学力向上担当指導主事、学びの改革推進室の指導主事等で「学力

向上チーム（Ｇ７）」を編成して、毎月オンラインで学力向上チーム会議を開催した。各教育

局や教育センターの取組状況について共有し、課題を明らかにした上で施策を立案したり、算

数訪問等の情報を共有し、全県での授業改善の進捗状況を把握し協議を行ったりした。また、

月例会議だけでなく、必要に応じて臨時会議を開催し、直面する課題に対して対応策を考え研

修教材を作成するなど、全県で統一した歩調でいち早く課題に対応できるようにした。 

◇指導主事の学校訪問による学力課題の解決 

市町村教育委員会及び県教育委員会の指導主事を対象として、年間８回の研修会を開催し

た。そのうち３回は、兵庫教育大学浅野教授から学校マネジメントに関する理論と実践的な手

法についての講義を受けたあと、学校や教職員に対してどのような指導助言をしていくかにつ

いて市町村の指導主事と協議し、共通の視点に立って指導助言していくことを確認した。その

ほかにも、ＧＩＧＡスクール構想を進める学校を支援するためにＩＣＴスキル、ＩＣＴを活用

した授業の指導助言の在り方、算数の指導助言の在り方などの研修を行い、共通理解を図った。 
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２ 学力向上に向けた取組の方向性（柱） 

（１）目標 

 

 

 

 

・将来の社会の変化を予測するのが困難な時代を生きる鳥取県の子どもたちに、学びに向かう関

心意欲を高めるとともに、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「主体的に学

習に取り組む態度」の３つの要素から構成される『確かな学力』を着実に身に付けさせる。 

・年間約 1,000単位時間に及ぶ１時間、１時間の授業において、子どもたちが「わかった」「で

きた」を実感するとともに、「○○の勉強が好きだ」「○○の授業の内容がよく分かる」と答

える授業づくりを目指す。 

 

（２）取組期間 

 ・令和２年度～５年度 

 

（３）取組の柱 

 

 

 

 

 

Ⅰ 管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

・全国学力・学習状況調査やとっとり学力・学習状況調査等の結果分析を基に、学校の課題を洗

い出し、全校体制でどのように課題を解消していくか、管理職のリーダーシップによる学校マ

ネジメントを推進する。 

・管理職のリーダーシップのもと、全ての教員が課題や学校目標を共有し、授業改善のＰＤＣＡ

サイクルが確立できるように、管理職を支援する。 

 

Ⅱ 教員の意識改革、授業改善の推進 

・県独自の学力・学習状況調査を実施し、データに基づき、本県のスモールスケールを強みとし

た、児童生徒一人一人に応じたきめ細かな指導・支援を行う。 

・これからの社会で必要とされる資質・能力を育成するため、基礎的・基本的な知識及び技能の

習得と、思考力、判断力、表現力等をバランスよく育むとともに、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた授業改善を推進する。 

・授業改善を計画的・継続的に推進していくとともに、「学び続ける教師」として実践を積みな

がら授業力を高めていくために、教員一人一人がカリキュラム・マネジメントを意識し、組織

的に教材研究を進める。 

※国の「ＧＩＧＡスクール構想」を踏まえ、令和２年度に策定した「学校教育情報化推進計画」

に沿って、１人１台端末の環境を生かしたＩＣＴ活用教育を推進し、児童生徒にとってわかり

やすい授業づくりを進める。 

鳥取県全ての教員の指導力向上を図る 

◇子どもたち一人一人の関心意欲の向上・確かな学力の定着 

◇子どもたちが「わかった」「できた」を実感できる授業づくり 

Ⅰ 管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

Ⅱ 教員の意識改革、授業改善の推進 

Ⅲ 教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

Ⅳ 県教育委員会の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 
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Ⅲ 教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

・教員の大量退職・大量採用の時代を迎え、若手教員の割合が急激に増加している現状において、

若手教員の育成と優れた指導技術や研究結果の継承・発展が喫緊の課題となっており、その課

題解決に向けた学校内外における教職員研修の充実を図る。 

・児童生徒の確かな学力を育むためには、教職員全体が一つのチームとして組織的に取組を進め

る必要がある。全教職員が信頼関係で結ばれ、若手教員が「先輩のようになりたい」と思える

ような「同僚性」の構築を図る。 

 

 

Ⅳ 県教育委員会の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 

・学力向上の取組を推進していくために、県教育委員会の関係課が取組状況について情報を共有

するとともに、学力向上推進ＰＴ、ＷＧにおいて、随時プランの進捗を管理、改善していく。 

・県教育委員会と市町村教育委員会や小学校教育研究会及び中学校教育研究会との間で、学力向

上に向けての取組や情報を共有し、連携強化を図る。 

 

（４）数値目標 

指        標 
現況値（Ｒ３） 

※（  ）内は全国平均 

目標値 

（毎年度） 

全国学力・学習状況調査結果の各教科の全国平均に対する県平均

◆◇ 

小 国語 63% (63.8%) 

算数 66% (66.6%) 

中 国語 73% (72.8%) 

数学 60% (59.8%) 

全ての校種、教

科で、全国平均

を上回る※ 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙において、「学校の授業

がよく分かる」と回答した児童生徒の割合◆ 

小 国語 85.1% (84.9%) 

  算数 79.2% (83.5%) 

中 国語 78.4% (77.6%) 

  数学 71.2% (73.9%) 

全ての校種、教

科で全国平均を

上回る 

全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙において、「教科の勉強

が好きである」と回答した児童生徒の割合 

小 国語 65.6% (64.2%) 

  算数 63.1% (68.6%) 

中 国語 63.3% (61.7%) 

  数学 56.0% (57.9%)   

全ての校種、教

科で、全国平均

を上回る 

   ◆鳥取県の「教育に関する大綱」の指標   ◇鳥取県教育振興基本計画の指標 

   ※県の平均値は整数値で公表 
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３ 令和４年度の具体的な取組 

（１）管理職のリーダーシップによる学力向上の取組の推進 

 ①指導主事及び管理主事等による学校訪問の充実 

・市町村教育委員会と連携しながら、各教育局が中心となって学校訪問（算数訪問）を実施

し、学力向上に係るＰＤＣＡサイクルの構築と改善について指導助言を行う。 

 

 ②管理職を対象とした教職員研修の実施 

・とっとり学力・学習状況調査によって明らかとなった個々の児童生徒の学習状況や学級の

学習指導の実態を踏まえ、児童生徒の学力向上と教員の指導力向上を図るための管理職の

学校経営に関する資質・能力、特にマネジメント力の向上を図るための研修を実施する。 

 

（２）教員の意識改革、授業改善の推進 

 ①授業改善に向けたＰＤＣＡサイクルの構築 

◇とっとり学力・学習状況調査の実施 

  ・児童生徒一人一人の学力の伸びを測る指標となる、県独自の「とっとり学力・学習状況調

査」を市町村や学年を拡充して実施し、児童生徒の学力や学習状況を把握・分析すること

により、学力向上に係る取組の継続的なＲ（リサーチ）－ＰＤＣＡサイクルの確立と徹底

を図る。 

・とっとり学力・学習状況調査によって明らかとなった児童生徒を伸ばした指導の好事例を

学校内で周知を図り、広く取組を進めるよう促す。また、将来的に伸びる児童生徒を育成

するためには非認知能力や学習方略の意識を高めることが必要であるとの教員の意識改革

を促し、学習指導の充実や授業改善を推進する。 

・とっとり学力・学習状況調査の調査結果を可視化し、学習状況を経年で把握できる個人カ

ルテを作成できるシステムを構築し、教員が児童生徒の学習状況を素早く把握し、日々の

授業や個別の支援に活かせるようにする。 

  ◇全国学力・学習状況調査を活用した授業づくりの推進 

  ・過去の全国学力・学習状況調査問題を単元ごとに整理した活用問題や到達度を確認するた

めの単元到達度評価問題を定期的に配信し、指導と評価の一体化やＰＤＣＡサイクルを確

立した校内指導体制の強化を図る。 

  ・令和３年度の全国学力・学習状況調査で鳥取県の課題をもとに授業改善の方向性を示した

「研修パッケージ」を活用した校内研修等を促すことで、「幅広い知識を持ち、それを活用

して課題解決を行う力」を高める授業改善を推進する。 

 

 ②授業改善の推進に向けた支援 

  ◇「とっとりの授業改革【１０の視点】重点項目」の徹底による授業改善の推進 

・「算数大好き！プロジェクト」、「とっとりの授業改革【１０の視点】重点項目」の更なる徹

底・充実を図るために、算数の授業を参観する学校訪問を継続する。事前に「鳥取県が目

指す授業像」や「授業チェックシート」を学校に配布し、授業参観で見取る具体的な視点

を示したうえで、適切な指導助言を行う。 

・令和４年度は、本時で児童に身につけたい力を明らかにした上で、「まとめ」「適用題」を

考え、そのために必要な活動や「めあて」を考えるといったゴールを見据えた授業づくり

について指導助言を行い、「めあて」と「まとめ・適用題」「振り返り」がつながる授業づ
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くりを推進する。 

  ◇学力向上推進校へのスーパーバイザー派遣 

  ・県教育委員会が指定した学力向上推進校にスーパーバイザーを派遣し、市町村教育委員会

と連携しながら年間を通して継続的に学校への支援を行う。 

◇島根大学との連携による授業改善 

    ・山陰教師教育コンソーシアムとの連携を基に、島根大学と共同で授業づくりや研究体制の

構築等の研究を進める。 

◇学力向上に関する研修会 

 ・全国学力・学習状況調査の趣旨や調査問題を活用した授業改善について指導できる講師（文

部科学省教科調査官や大学教授等）を招聘し、学力向上に関する教員対象の授業研究会・

研修会を実施する。 

  【小学校国語】３回 【小学校算数】１回 【中学校国語】３回 【中学校数学】３回  

 ・秋田県元教育専門監を招聘し、小学校算数の師範授業を公開することで、一時間完結型授

業や「めあて、まとめ-振り返り」を大切にした授業作りを推し進める。 

◇ＩＣＴを活用した授業改善の推進 

  ・ＧＩＧＡスクール構想によって整備された一人一台端末を有効に活用することにより、一

人一人の習熟度に合わせて学習できる eラーニング教材を活用した授業改善を行う市町村

に対して、アカウント取得経費を補助することにより、児童生徒の学力向上を図る。 

・県内企業の協力を受けて、希望する小学校において企業の社員によるプログラミング教育

の出前授業を実施し、ＩＣＴを活用した学びの充実を図る。 

  ◇英語教育推進プランの作成・実施並びに課題解決のための指導モデルの提示 

・「鳥取県が目指す小・中・高等学校で一貫した英語教育の姿」の全県周知を図る。 

・ＩＣＴを積極的に活用するとともに、ＡＬＴを有効に活用する体制づくりを進める。 

・学びの改革推進室で本県の強みや課題を分析し、指導モデルを提示する。 

・英語教育推進ＰＴ会議を開催し、英語教育施策の進捗状況の検証や課題を解決するための

具体的方策について大学教授等の有識者や校長会代表、エキスパート教員とともに検討・

協議する。 

◇英語力向上事業等を活用した授業改善 

・指導の評価の改善に取り組む公立小中学校を設定し、研修等を実施するとともに、指導主

事等が学校を訪問し、授業参観や協議・意見交換等を通して、各校の課題解決に個別に対

応した指導助言を行う。 

・外部試験を活用した英語力アセスメント（英検ＩＢＡ）により生徒の英語学習の動機づけ

及び英語力向上を図るとともに、中学校教育研究会との連携を強化し、本県の課題を解決

するための具体的な授業づくりを周知・実践する。 

◇中学校定期考査改善研修 

・中学校の定期考査を知識・技能を問う問題から、幅広い知識を持ち、それを活用して課題

解決を行う力（思考力・判断力・表現力）を問う問題に変える意義やその方法を学ぶ研修

会を実施し、「今、求められる学力」を育成する授業作りについて周知する。 

 

（３）教員の同僚性の構築、若手教員の育成 

①エキスパート教員による指導技術の普及 

・教員の指導力向上を図るため、エキスパート教員等によるモデル授業や研修の動画、各種
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資料等を学校教育支援サイトに掲載し、指導技術を周知する。 

・教育センターが実施している採用２年目研修にエキスパート教員の授業参観を義務付ける。 

 

②教員の同僚性の構築と人材育成 

・管理職に対し、ＯＪＴを通した人材育成を視点とした研修を行うとともに、ミドルリーダ

ーに対し、学校運営への積極的な参画と若手教員育成への意識を高めるための研修を行う。 

・「ＯＪＴによる人材育成の手引き」の活用を推進する。 

 

③若手教員の育成 

◇若手教員を県外の先進地（校）へ派遣 

   ・若手教員の指導力向上を図るため、先進地（校）に連続５日間程度教員を派遣し、校内及

び域内に成果を還元する。 

◇「令和４年度版とっとりメンター方式」への改編 

・初任者研修を活用して校内におけるミドルリーダーや若手教員の育成を図るとともに、持

続可能な校内人材育成システムの構築につなげるためモデル実施校を増やす。令和５年度

にはすべての初任者配置小・中・義務教育学校でメンター方式を実施する予定である。 

◇初任者、講師等を対象とする研修の充実 

・「鳥取県公立学校の教員としての資質の向上に関する指標」に基づいて、実践的指導力を身

に付けるために、実態に応じた若手育成研修等を体系的に実施する。 

    ・本県の教員を目指すという志をもった学生を対象として、教員に求められる資質や基礎的

な指導力を養い、教員としての心構えや使命感を高めるための研修を実施する。 

 

（４）県教育委員会の指導体制の充実、市町村教育委員会等との連携強化 

①鳥取県における学力向上について市町村と課題を共有、課題解決に向けて連携強化 

◇鳥取県・市町村学力向上推進会議の設置 

    ・鳥取県における学力向上について市町村と課題を共有し、市町村と鳥取県が協働し、課題

解決に向けて具体的な取組を検討・実行することで、全県一体となって学力向上を強力に

推進する。 

 

   ②個に応じた指導の一層の充実 

◇小学校３年生から年次的に３０人学級を導入 

・３０人学級の導入により、きめ細かい指導、教育的ニーズ、理解度に応じた指導の一層の

充実による学力向上を市町村教育委員会と連携して推進する。 

 

③外部有識者や関係者による鳥取県の学力向上施策の検証 

◇「学力向上推進プロジェクトチーム（ＰＴ）」の設置 

・令和４年度も学力向上推進ＰＴの設置を継続し、引き続き外部アドバイザーからの助言を

受けるとともに、学力向上施策の進捗状況を定期的に検証する。 

 

④教育委員会事務局の指導主事による学校訪問の体制強化 

 ◇指導主事の学校訪問による学力課題の解決 

    ・各教育局学事担当の学校訪問や市町村教育委員会が主催する計画訪問等に学校教育担当が
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同行し、授業を参観した後、管理職や教務主任、研究主任等と面談して、学校経営や授業

づくり等について意見交換する場を設ける。 

    ・市町村教育委員会や学校からの要請を受け、校内授業研究会等に参加し、研究協議の中で

授業づくり等について指導助言を行う。 

 

⑤市町村教育委員会の指導主事対象の研修会の充実 

   ◇指導主事対象の研修会 

    ・市町村教育委員会の指導主事を対象として、管理職の学校マネジメントに係る資質向上

を図るための支援の在り方についての研修会を実施する。 

 

⑥教育データの活用検証事業の実施 

   ◇モデル地域と協働で教育データの活用について検証 

    ・モデルとなる市町村教育委員会と県教育委員会と協働して、とっとり学力・学習状況調

査から得られるデータの有効な活用方法を検証し、得られた知見を全県に発信する。 
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４ 学力向上推進プランの推進体制（平成３０年度～） 

（１）学力向上推進プロジェクトチーム（ＰＴ）による取組の推進 

①目 的  鳥取県の学力向上対策をより一層推進していくために本ＰＴを設置し、学力向上対策

の方向性や実施した取組の検証、より効果的な取組にするための改善等について協議、

検討を行う。 

 

②組 織  より効果的で具体的な学力向上対策を検討するために、本ＰＴの下にワーキンググル

ープ（ＷＧ）を設置する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 令和４年度の検討事項 

◎学力向上推進プロジェクトチーム 

 【第１回】令和４年１０月 

  ・令和４年度「未来を拓くとっとり授業改革プロジェクト」「学力向上総合対策推進事業」の

進捗状況についての検証 

  ・令和４年度全国学力・学習状況調査、とっとり学力・学習状況調査の分析結果の検証 

  ・学力についての課題解決に向けた短期の取組について検討 

【第２回】令和５年２月 

  ・令和４年度後期の短期の取組についての効果検証 

  ・令和５年度学力向上推進プランの検討 

 

◎小学校、中学校学力向上推進ワーキンググループ 

  令和４年度は、ワーキンググループに県・市町村指導主事やエキスパート教員を招集し、知

識を活用する力を育成するための授業について協議を行う。そして、モデルとなる授業の指導

案を作成し、その授業をエキスパート教員が実施し、その授業動画を編集し、校内研修等に利

用できる研修動画を作成する。 

 

（２）今後の推進体制の強化 

・令和２年度に設置した小中学校課学びの改革推進室と各教育局に配置した「学びの改革推進室」

【学力向上推進プロジェクトチーム】 

・外部アドバイザー ・市町村長 ・有識者 

・市町村教育長代表 ・小中学校長会代表 

・鳥取県教育委員会事務局 

【小学校学力向上推進ワーキンググループ】 

※協議する内容によって委員を選定する 

・市町村教育委員会指導主事等 

 ・小学校教育研究会教科部会 

・鳥取県教育委員会事務局 

・エキスパート教員 

【中学校学力向上推進ワーキンググループ】 

※協議する内容によって委員を選定する 

・市町村教育委員会指導主事等 

・中学校教育振興会教科部会 

・鳥取県教育委員会事務局 

・エキスパート教員 
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兼務の指導主事で構成する学力向上推進チームを中心に、県教育委員会と市町村教育委員会が

一体となって学力向上施策を推進する。 

  ・令和４年度以降も学力向上推進プロジェクトチームの設置を継続し、学力向上施策の進捗状況

を定期的に検証する。ワーキンググループについては、必要に応じて委員を選定し、会議を開

催する。 

 

（参考）鳥取県教育振興基本計画における学力向上施策の位置づけ 

目標 ２ 学ぶ意欲を高める学校教育の推進 

施策２－(７) 確かな学力・学びに向かう力の育成 

 

（目指すところ） 

○予測困難で複雑化・多様化する今後の社会において、子どもたちが力強く生きていくた

め、子どもたちが主体的に学び、多様な人々との協働を通じて、課題を解決し、未来を

創造する力を育むことができるよう、生きて働く知識・技能や確かな学力、学びに向か

う力を育成します。 

○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進、全国学力・学習状況調査等

による課題の把握・改善等の取組を進めます。 

○学校における教育活動全体を通じて、発達段階に応じたキャリア教育を行い、子どもた

ちの自己肯定感や生きる力を育み、自分らしい生き方を実現するための力の育成に取り

組みます。 

【 施策項目 】 

① 自らの将来に夢や目標を持ち、主体的に学習する児童生徒の育成 

・地域で活躍する人材、企業、団体等と連携して、職場体験、インターンシップを充実す

るなど、自らの生き方・在り方を考えるキャリア教育に取り組み、子どもたちが将来に

夢や目標を抱き、実現に向けて取り組む意欲を高めます。 

・様々な体験活動、探究活動、学び合う環境づくりを進め、子どもたちが、様々な社会問

題を、自ら発見し、自ら学び、他者と協働して解決することができる力を育成します。 

 ② 基礎学力の確実な定着、質の高い理解と生きて働く知識・技能の習得 

・子どもたちに基礎的な知識・技能を確実に習得させ、社会の様々な場面で変化する状況

や課題に応じて主体的に判断しながら、他者と協働し、課題を解決することができる「確

かな学力」や「学びに向かう力」を育成していきます。 

 ・全国学力・学習状況調査の結果等を有効に活用し、現状分析に基づいて、課題解決に向

けた授業実践に取り組むなど、学校でのＰＤＣＡサイクルの確立を目指し、子どもたち

の個に応じた学力の伸長を図ります。 

 ・子どもたちの読解力を高めるため、読む力、書く力、考える力を学校の教育活動全体を

通して総合的に育んでいきます。 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、教員研修の充実や授業改善に取り組み

ます。 

・国において進められている高大接続改革（高等学校教育と大学教育、両者を接続する大
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学入学者選抜改革を連続する１つの軸とした一体的な改革）を踏まえ、探究的・協働的

な課題解決型の学習活動に向けた授業改革等を進め、生徒が目指す進路の実現に向けた

取組を進めます。 

・各学校における教育目標の実現に向け、教科等横断的な視点で教育内容を組み立て、評

価・改善を図っていくカリキュラム・マネジメントによる特色ある教育活動の実施を推

進します。 

③ 学校と家庭、地域が協働した学力向上 

・子どもたちが自らの目標に向かって粘り強く取り組む姿勢を育むため、ＰＴＡ団体等の

社会教育関係団体と連携を進めます。 

・授業と宿題を含めた家庭学習との連動を意識した学習サイクルを構築し、子どもの学習

習慣の定着などにつながる授業改善等を進めます。 

④ 科学やものづくりの楽しさを知る機会の充実、算数・数学、理科教育の充実 

・子どもたちの科学、ものづくりに対する興味関心を高め、探究心や創造性に優れた人材

を育成します。 

・理数系の課題研究発表会の開催等を通して、理数に関する探究活動を推進します。 

・学芸員の派遣や博物館資料の貸出し、講座や講演会の開催などにより、子どもたちに科

学やものづくりの楽しさを伝えるとともに、教員への教材づくり支援、観察、実験など

体験を通した学習の充実に取り組みます。  

 


